
         

日常巡視 月次点検

【備　　考】

(1) 対象設備の異音、異臭、損傷、汚損等の有無
(2) 電線とそれ以外の物との離隔距離の適否
(3) 電線相互の接続状態の適否
(4) 機械器具、配線の取付状態及び過熱の有無
(5) 接地線等の保安装置の取付け状態

支持物
電線・ケーブル
開閉器類
避雷器
接地工事（接地線・保護管等）

電動機
電力応用機器
電熱装置
照明装置
その他電気機械器具
接地工事（接地線・保護管等）
配線
配線器具

対象 点検項目

配
電
設
備

負
荷
設
備

点検項目

２．外観点検とは、次に掲げる項目について運転中の設備を肉眼又は双眼鏡によるほか、音響、臭覚及び温度
計等により点検することをいう。異常があった場合は適宜、報告し修繕等を実施すること。

そ
の
他

給水設備
排水設備
消防設備
建築・土木構造物

外観点検 ○ ○

点検区分

外観点検 ○ ○

外観点検 ○ ○

１．日常巡視とは、運転中の設備、周辺の状況等を１週間に１回の頻度で巡回しつつ目視、嗅覚、聴覚等により
異常の有無を点検することをいう。異常等があった場合は月次点検にて記録するものとする。


